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接種費用

無料
229-3353 229-3346問い合わせ　新型コロナウイルスワクチン接種推進室

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、ワクチン接種を実施します。ワクチンは希望す
る全ての人に行きわたるよう順次供給され、優先順位に添って接種を受けることができます。
　津市では４月の第２週に487人分、第５週に487人分のワクチンが供給される見込みですが、限定
的なため高齢者施設入所者から接種を開始し、ワクチン供給量に応じて、各接種場所で順次受けられ
るようになります。今回は、接種の流れなどについてお知らせします。

津市に住民登録のある16歳以上の人
※やむを得ない事情による場合は、市外に住民登録がある人も接種が受けられます。

優先順位 対　象 接種開始日

③ ①②以外の人

※１　ワクチン供給量に応じて順次接種が始まります。
※２　昭和32年４月１日以前に生まれた人
※３　以下の病気や状態の人で通院または入院している人、
　　　または基準(BMI30以上)を満たす肥満の人

Ａ．本人が同意した場合に接種できます。
　新型コロナワクチンは皆さんに接種をお勧め
していますが、感染症予防の効果と副反応のリ
スクの双方を理解した上で、自らの意思で接種
を受けてください。病気で治療中の人や妊娠中
の人など、体調面で不安がある人は、かかりつ
け医等に相談してください。

① 65歳以上の高齢者※２

② ・①以外で基礎疾患を有する人
・高齢者施設等で従事している人

※３

慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病(高血圧を含む)、慢
性の腎臓病、慢性の肝臓病(肝硬変等)、インスリンや飲
み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している
糖尿病、血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)、免疫の機能
が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)、ステロイド
など免疫の機能を低下させる治療を受けている、免疫
の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や神経
筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害な
ど)、染色体異常、重症心身障害(重度の肢体不自由と重
度の知的障害が重複した状態)、睡眠時無呼吸症候群

Ｑ．必ず接種を
　  受けないといけない？

教 えて！

※１

(基礎疾患は自己申告制で、予診票で申告してください。
診断書等は不要です)

　開始直後は供給量が非常に限定
されているため、高齢者施設入所
者から接種を開始します。その他
の65歳以上の高齢者の皆さんは、
５月以降供給量に応じて、各接種
場所で順次受けられるようになり
ます。

７月以降
(予定)

　接種券の発送時期や接種開始日
などは決定次第、随時お知らせし
ます。

(掲載内容は３月15日時点の情報のため変更になる場合があります)

４月12日月

接種協力医療機関
または

集団接種会場

津センターパレス１階(大門7-15)
イオンモール津南３階(高茶屋小森町145)
久居インターガーデン内(久居明神町2490)

(公共施設での巡回型集団接種会場も設置予定)


